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下
線
は
改
正
部
分
を
示
す
。

 

現
 
 
 
 
行
 
 
 
 
規
 
 
 
 
程
 

改
 
 
 
 
正
 
 
 
 
規
 
 
 
 
程
 

第
１
条
 
こ
の
規
程
に
よ
る
退
職
記
念
品
料
は
、
市
内
の
学
校
（
市
立
の
小
学
校
、
中
学
校
を
い
う
。）

の

校
長
、
教
員
（
県
費
支
弁
の
事
務
職
員
、
養
護
教
諭
を
含
む
。）

が
退
職
し
た
と
き
こ
れ
を
贈
呈
す
る
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
者
に
は
、
こ
れ
を
贈
呈
し
な
い
。
 

⑴
 
禁
こ
 
以
上
の
刑
の
確
定
し
た
者
 

⑵
 

 
 
略
 

⑷
 

第
１
条
 
こ
の
規
程
に
よ
る
退
職
記
念
品
料
は
、
市
内
の
学
校
（
市
立
の
小
学
校
、
中
学
校
を
い
う
。）

の

校
長
、
教
員
（
県
費
支
弁
の
事
務
職
員
、
養
護
教
諭
を
含
む
。）

が
退
職
し
た
と
き
こ
れ
を
贈
呈
す
る
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
者
に
は
、
こ
れ
を
贈
呈
し
な
い
。
 

⑴
 
拘
禁
刑
以
上
の
刑
の
確
定
し
た
者
 

⑵
 

 
 
略
 

⑷
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